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会合中止について 

 

＊会合当日、気象警報、特別警報 (暴風・大雨・洪水など) が発令または予告警告が

発令されている場合には会合を中止する。 

＊JR、阪急、阪神のうち 1社でも運休を発表した場合、会合は中止する。 

＊当日 午前 7時までに 警報などが解除された場合は 会合を実施する。 

 

＊上記は いずれも役員会で相談し 最終判断は会長が行なう。 

 

会合中止の連絡について 

 

＊中止の連絡は 速やかに 各クラブ会長 CLOに伝える。 

＊ホテルへの連絡も 出来る限り早く 会長が行なう。 

   ＊講師、外部ゲストへはそれぞれ第一副会長、クラブ紹介者が連絡する。 

 

＊ 各クラブは あらかじめ クラブ内緊急連絡網を作成しておくこと。 

会長の最終決定後の通達の流れは 以下の通りとする。 

          

カウンスル会長  

↓ 

各クラブ CLO  

  ↓ 

クラブ内緊急連絡網  

  

ホテルとの対応 

 

＊ 個人でのホテルへの問い合わせは決してしない。 

   ＊ 会合中止の場合、原則として、支払はホテルの規約に従う。 
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